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八街市ホームページ広告募集要領

（趣旨）

第１条 この要領は、八街市（以下「市」という。）が管理するホームページ

への広告掲載に関し八街市広告掲載要綱（平成１８年告示第１９７号。以下

「要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。

（広告の規格等）

第２条 広告は、広告を掲載する者（以下「広告掲載者」という。）が指定す

るWEBページにリンクする広告とし、広告の規格等は、次のとおりとする。

（１） ファイル形式 GIFファイル又はJPEGファイル

（２） 容量 １５キロバイト以内

（３） 掲載位置 市ホームページ内の市が指定する場所

（広告の掲載料）

第３条 広告の掲載料は、次のとおりとする。

広告掲載料 １枠 １０，０００円／月

（広告主）

第４条 広告主は、次のいずれかにも該当しないものとする。

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２項に規定する暴力団（以下、第３号において「暴力団」

という。）又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第６項に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）

（２）暴力団員が事業主又は役員となっている事業者

（３）暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

（広告の掲載期間）

第５条 広告の掲載期間は、月の初日から当該月の末日までの１カ月単位とし、

毎年４月１日から翌年３月３１日までの間において複数月にわたる掲載も可

能とする。

２ 広告掲載期間内に連続して３日を超えて、広告主の責に帰さない理由によ

り掲載されなかった場合は、その日数に応じて翌月まで掲載期間を延長でき

る。

（広告掲載者の募集）

第６条 市は、市ホームページ等により広告掲載者を公募するものとする。

（広告に要する経費）

第７条 広告掲載希望者は、広告の原稿の作成経費等、広告を掲載するために

必要な一切の費用について負担するものとする。

（広告掲載の申込み及び決定）

第８条 広告掲載希望者は、八街市ホームページ広告掲載申込書（別記様式第

１号）に、掲載しようとする広告の原稿及びリンク先のホームページの内容

がわかるものを添えて、市長に申し込むものとする。

２ 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、要綱第５条の規定に

より審査を行い広告の可否を決定し、八街市ホームページ広告掲載（不掲
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載）決定通知書（別記様式第２号）により通知するものとする。

（広告掲載料の納付）

第９条 広告掲載の決定を受けた者は、市長が指定する期日までに広告掲載料

を納付しなければならない。

（広告原稿の作成及び提出）

第１０条 広告掲載者は、掲載しようとする広告のデータを作成し、八街市ホ

ームページ広告掲載承諾書（別記様式第３号）を添えて提出するものとする。

（広告の掲載の取消し）

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定

を取り消すことができる。

（１）指定する期日までに広告掲載料の納入がなかったとき。

（２）指定する期日までに広告原稿の提出がなかったとき。

（３）広告掲載者又は広告の内容が不適当であると市長が判断したとき。

２ 市長は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、八街市

ホームページ広告掲載取消決定通知書（別記様式第４号）により、広告掲載

者に通知するものとする。

（広告掲載の取下げ）

第１２条 広告掲載者は、自己の都合により市ホームページへの広告掲載を取

り下げることができるものとする。

２ 前項の規定により広告の掲載を取り下げようとするときは、八街市ホー

ムページ広告掲載取下届出書（別記様式第５号）により市長に届け出なけ

ればならない。

（広告掲載料の返還）

第１３条 納入された広告掲載料は返還しない。ただし、複数月の広告掲載料

を納付している場合は、広告の取下げの申し出があった日の属する月の翌月

以降の月にかかる広告掲載料は返還する。

２ 前項ただし書の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

（広告掲載者の責務）

第１４条 広告の内容に関する一切の責任は、広告掲載者が負うものとする。

（免責）

第１５条 市は、次に掲げる事由により、広告掲載を行わなかった場合におい

て、広告掲載者に対し、損害賠償等は行わない。

（１）機器等の保守又は工事を行う場合

（２）天災、事変その他の非常事態が発生した場合

附 則

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和３年１月１８日から施行する。


